
平成２４年７月６日

小松・片山津海岸における

災害復旧・再度災害防止対策が決定しました。

県道小松加賀自転車道線はH26年4月に供用再開予定です。
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●小松海岸の災害対策等緊急事業推進費・片山津海岸の河川等災害復旧事業の決定について
国土交通省金沢河川国道事務所と石川県南加賀土木総合事務所が所管する小松海岸及び片山津海

岸において、今年１月から４月までの高波浪により海岸保全施設である直立堤が被災し、現在石川
県により災害復旧工事が実施中ですが、この度、国土交通省所管の小松海岸浜佐美町地先において
災害対策等緊急事業推進費が決定されました。また、石川県所管の片山津海岸新保町地内の災害復
旧事業についてもすでに決定しており、この２つの事業により、今年の波浪により被災した箇所す
べての災害復旧事業並びに再度災害防止対策が決定したことになります。

●県道小松加賀自転車道線の供用再開の見込みについて
今回の海岸保全施設の被災により通行止めとなっている県道小松加賀自転車道の小松市日末町～

加賀市新保町間については、上記事業の完了後の平成２６年４月に通行可能となる見込みです。

【問い合せ先】

金沢河川国道事務所 海岸課長 西川（Tel 076-264-9915、FAX 076-233-9612）養浜

南加賀土木総合事務所 河川砂防課長 舛村（Tel 0761-21-3331、FAX 0761-21-7080） 災害復旧

維持管理課長 毛利（Tel 0761-21-3330、FAX 076-21-7080） 自転車道

H24.3.12被災 H24.３.12被災 H24.１.５被災 H24.１.５被災

災害復旧事
業採択済み

今回災害復旧採択

災害対策等緊急事業推進費区間

加賀市新保町地内 小松市浜佐美町地内



国土交通省所管 石川海岸 小松工区 （小松市浜佐美町地先）

災害対策等緊急事業推進費 事業費 ２４０百万円

養浜工L=２
１６

ｍ

石川県災害復旧区間（実施中）

石川県災害復旧区間（実施中）

平成24年1月に冬期風浪により石川県が管理する直立堤が被災した小松工区浜佐美町地内において
被災以降の波浪及び４月３日に発生した爆弾低気圧の影響により護岸基礎部分の洗堀が発生し、拡
大するおそれがあることから、緊急的に養浜工を整備します。養浜工の整備により波力を減衰させ再
度災害を防止するとともに、県道小松加賀自転車道線の通行の確保にも寄与します。

工事内容

・養浜工L＝２１６ｍ（約30,000m3）

石川県所管 片山津海岸 （加賀市新保町地内）

海岸災害復旧事業 事業費 ５６２百万円

こ ま つ はま さ み

か が し ん ぼ

平成24年３月11日から12日の冬期風浪により被災した直立堤及び消波工について本事業に
より復旧します。また、本事業により県道小松加賀自転車道線の通行の確保にも寄与します。

片山津IC
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×：被災箇所 ：通行可能 ：通行止め

県道小松加賀自転車道通行止め状況及び供用再開の見込み

小松市小松市加賀市加賀市

県道小松加賀自転車道線については現在以下の区間において通行できなくなっていますが、小松
市日末町～加賀市新保町区間については、上記２事業完了及び冬期閉鎖期間が終了する平成２
６年４月以降に供用を再開する予定です。それまでの間は、う回路として主要地方道小松加賀線が
利用できますので、現地のう回路看板をご確認ください。

直立護岸復旧L=２５３．５ｍ

工事内容

・直立護岸工・消波工L＝２５３．５ｍ

平成２６年４月以降供用再開予定

う回路（主要地方道小松加賀線）う回路（主要地方道小松加賀線）

自転車道

自転車道通行止区間新保町地内
日末町地内
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